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１ 水道水質検査計画に関する基本方針　

　水道事業者として、安全で安心な水道水を安定して供給することを基本方針として、水道水質検査

計画を定め水質検査を実施します。

　採水地点は、亀山市水道施設における原水・処理水（系統ごとの末端給水栓）とします。
　
　水質検査は、水道法に定める水質基準項目のほか、水質管理目標設定項目など水源監視に必要な

項目について安全性と効率性から項目と回数を定め実施します。

　また、その他の項目については、監視する必要があると認識した項目を順次実施していきます。

　なお、原因不明の事案等により水道水に著しい変化が生じた場合には、速やかに臨時の水質

検査を行います。

２ 水道事業の概要

　　　　　　　（２－１）概要

　本市水道事業は昭和37年の創設認可を受け、昭和41年に給水開始しています。以来、給水区域や

給水量の拡大増加に伴い数度の拡張事業を経て施設整備を行った結果、6ヶ所の水源地を設置して

きました。さらに平成の大合併により関地区の5ヶ所の水源地を加え、計11ヶ所の水源施設を保有して

おり、令和7年3月末現在、亀山市内21,348戸、49,035人（水道普及率99.90％）の皆様に水道水をお届

けしています。

　本市の水源地は次の11ヶ所です。

　　　亀山地区　；　第１水源地、第２水源地、第３水源地、第４水源地、第５水源地、野登水源地

　　　関地区　 　；　関第１水源地、関第２水源地、関第３水源地、坂下水源地、加太水源地

　各水源地は以下の設備、施設から構成されています。

　　 ・取水施設

　　　　① 取水井　　：地下水等を揚水する井戸　

　　　　② 取水ポンプ：地下水等を揚水するポンプ

　　 ・浄水設備

　　　　③ 緩速ろ過池：水中の不純物を除去　　

　　　　④ 滅菌設備　：消毒用次亜塩素酸ナトリウムを注入する設備

　　 ・送水施設

　　　　⑥ 送水ポンプ：配水池へ送るポンプ

　　 ・配水施設

　　　　⑦ 配水池　　：水需要の時間変動に対処する貯水槽

　　　　⑧ 加圧ポンプ：水道水を配水するためのポンプ

　　　　⑨ 配水管網　：配水管のネットワーク

棚田の景観に合わせた 坂本ポンプ場

加圧ポンプ

　



　　　　　　　（２－２）給水状況（令和７年３月末時点）

　　　　　　　（２－３）施設概要

第１水源地 3,200 S41
第２水源地 3,400 S47
第３水源地 2,190 S56

安楽川 第４水源地 4,700 H5
鈴鹿川 第５水源地 1,510 S63
安楽川 野登水源地 220 H15

関第１水源地 360 S41
関第２水源地 620 S49
関第３水源地 820 H7

※1　次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ

　　　　　　　（２－４）水源及び水道水の状況

　（１）水源の状況

　　　　亀山市は、上水道においては浅井戸、坂下地区においては若妻川、加太地区においては

　　　喜和田川を水源としています。水源の水質はこれまで自然環境の恵みに支えられて良好な

　　　状態を保っています。しかし、突発的な汚染事故や微量化学物質など、次に掲げるような課

　　　題があります。

　　　　・　交通事故や不法投棄による油などの突発的な汚染事故の発生

　　　　・　工場や工事現場からの排水による汚染事故の発生

　　　　・　農薬を使用する田畑やゴルフ場などの存在

　　　　・　クリプトスポリジウムなどの耐塩素性の強い病原性微生物の存在

　　　　・　降雨時の濁りの上昇

　　　　・　地下水の水質変化

　　　　・　原因不明の事案等による水道水の著しい変化

　（２）水道水の状況

　　　　　亀山市の水道水は、国の定めた水質基準等にすべて適合しています。

　　　　処理方法について、地下水は滅菌処理のみで、坂下水源地は前処理ろ過・緩速ろ過と

　　　　滅菌処理、加太水源地は緩速ろ過と滅菌処理で給水しています。

浅井戸

関地区

加太水源地 伏流水

坂下水源地

亀山地区

鈴鹿川

鈴鹿川

竣工年月

S49

S51

1日平均
給水量(㎥) 原水の種類 処理方法

緩速ろ過

塩素滅菌　※1

浅井戸 塩素滅菌　※1

塩素滅菌　※1

塩素滅菌　※1

水源

喜和田川

110

240

水源地名

若妻川
前処理ろ過・緩速ろ過

表流水

　　①　給水区域

　　②　給水区域内人口

　　③　普及率

　　④　給水戸数

　　⑤　１日最大配水量

亀山市内

４９，０３５人

９９．９０ ％

２１，３４８戸

２１，９７５ｍ
３

　



３ 水質検査体制　

　水質検査は、皆様が安心して水道を利用できるよう、浅井戸や河川などの水源から蛇口にいたる

まで定期的に行います。検査項目では、微生物から化学物質まで多種多様にわたり、極微量レベル

の測定が求められています。そのため、亀山市では国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた

水質検査機関のうち水道水質検査優良試験所規範（略称：水道ＧＬＰ）に登録され、水道水質検査

結果の精度と信頼性保証を確保した水質検査機関に委託し、高度な分析にも対応できる検査体制

の確立に努めます。

　また、市民生活に直結する緊急事態を踏まえて、早急に水質検査結果が把握できるよう水質検査

機関と協力体制を平常時から構築し、事態の推移を正確に把握するため、現場状況に応じて適宜

サンプルの採取を行い、水質検査を行える体制を整えます。

４ 定期の水質検査に関する事項

（４－１）採水地点

　　ア）原水　；　25箇所

　　　　　水道水は、水源水質に大きく影響を受けるため、各水源地の原水より採水し検査を行います。

　　　　　亀山地区(19箇所)
・ 第１水源地 (1号井、2号井）
・ 第２水源地 (1号井、2号井、4号井、5号井）
・ 第３水源地 (1号井、2号井、3号井）
・ 第４水源地 (1号井、2号井、3号井）
・ 第５水源地 (1-1号井、1-2号井、2号井、4号井、5号井)
・ 野登水源地 (1号井、2号井)

　　　　　関地区(6箇所)
・ 関第１水源地
・ 関第２水源地 (1号井、2号井）
・ 関第３水源地
・ 坂下水源地
・ 加太水源地

　　イ）処理水　；　11箇所

　　　　　適切な浄水処理が行われていることを確認するため、各水源地の末端給水所を選定した

　　　　給水栓より採水し検査を行います。

　　　　　亀山地区(6箇所)
・ 第１水源系 (布気町・亀山市総合環境センター)
・ 第２水源系 (井田川町・ＪＲ井田川駅)
・ 第３水源系 (下庄町・JR下庄駅）
・ 第４水源系 (川崎町徳原・徳原農事集会所)
・ 第５水源系 (両尾町原尾・原尾生活改善センター)
・ 野登水源系 (両尾町・市立野登小学校)

　　　　　関地区(5箇所)
・ 関第１水源系 (関町市瀬・市瀬公民館)
・ 関第２水源系 (関町金場・金場公民館)
・ 関第３水源系 (関町白木一色・白木一色公民館)
・ 坂下水源系 (関町坂下・坂下公民館)
・ 加太水源系 (加太市場・加太市場公民館)

　



（４－２）水質検査を行う項目及び回数

　　水道水質基準に適合し、安全で安心な水道水であることを確認するため、水道法第20条1項

　の規定により、アからエに定めるとおり水質検査を行います。　

　ア　毎日検査項目（処理水）

　　　・1日1回以上、色・濁り及び消毒の残留効果等について、水質検査を行います。

　イ　水質基準項目（別表－１）

　　　・原水40項目検査については、年1回、全52項目のうち下記消毒副生成物11項目を除いた

　　　　項目および味以外の項目について水質検査を行います。

　　　　　　塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、

　　　　　　総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド

　　　　一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、ｐＨ値、味、臭気、色度、濁度

　　　・処理水全項目検査（52項目)については、3ケ月に1回、水質検査を行います。

　ウ　水質管理目標設定項目（別表－２）

　　　・水質管理目標設定項目は、年1回、全26項目のうち別途検査として行います。

　　　　農薬類以外の25項目ついて検査を行います。

　　　　農薬類検査(115項目)においては、別途水質管理項目として水質検査を行います。

　　　　なお、ここでいう農薬類とは環境省が示す水質管理目標設定項目15の対象農薬とします。

　エ　その他の項目（別表－２）

　　　その他の項目については、水源の状態等を確認するために、各水源の状態に応じ必要な

　　　項目について水質検査を行います。

　　　・クリプトスポリジウム及びジアルジアについては、原水において指標菌である大腸菌、

　　　嫌気性芽胞菌について下記のように水質検査を行います。

　　　　　　・全水源（代表井戸）について、月1回指標菌検査を行う。

　　　　　　・全水源（全井戸）について、3ケ月に1回指標菌検査を行う。

　　　　　　・地表水を水道の原水としており、当該原水から指標菌が検出された事がある施設

　　　　　　　については、3ケ月に1回クリプトスポリジウム及びジアルジアの水質検査を行う。

　　　　　　・地表水等が混入していない被圧地下水以外（浅井戸）の水を原水としており、当該

　　　　　　　原水から指標菌が検出された事がない施設については、3ケ月に1回以上、指標菌

　　　　　　　検査を行う。
※設備の故障等により代表井戸で採水できない場合は、同水源系近傍の井戸で採水を行う。

ア

イ

毎日検査　 
全項目検査(52項目) 年間 4回　(3ケ月に1回)　5･8･11･2月
毎月検査　 ( 9項目) 年間 8回　(処理水全項目の月は除く)　4･6･7･9・10・12・1・3月

年間 1回　 (9月)

毎日

農薬類検査(115項目)

　　　・処理水毎月検査(9項目)については、毎月1回、下記項目について水質検査を行います。

水質検査項目 水質検査回数

全項目検査(40項目) 年間 1回　 (9月)

原水

水質管理目標設定(25項目)

年間 1回　 (9月)

処理水
イ

ウ

年間 4回　(3ケ月に1回)　5･8･11･2月

ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等
年間 3回　(3ケ月に1回)　6･12･3月

年間 8回　(全井戸の月は除く)　4･6･7･9・10・12・1・3月
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌

エ

　



５ 臨時の水質検査に関する事項

　　次に示すような場合において、水質基準に適合しないおそれがあるときには臨時の水質検査

　を行います。検査項目は、原則として別表1に掲げる項目を行いますが、状況に応じて検査を行う

　必要がないことが明らかであると認められる場合はその項目について検査を省略します。

　　ア　水源の水質が著しく悪化したとき

　　イ　水源に異常があったとき

　　ウ　水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき

　　エ　浄水過程に異常があったとき

　　オ　送水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたとき

　　カ　原因不明の事案等により水道水に著しい変化が生じたとき

　　キ　その他、特に必要があると認められるとき

６ 水質検査方法

　水質検査は下表のとおり国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた水質検査機関に委託し、

　検査を行います。

1 11 4
2 11 8
3 3 1
4 3 1
5 25 1
6 25 4
7 11 8
8 3 1
9 2 4

　　・水質基準項目は、原則｢水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法｣

　　に基づき水質検査を行います。

　　・水質管理目標設定項目は、原則｢水質管理目標設定項目の検査方法（環境省水・大気

　　環境局環境管理課）｣に基づき水質検査を行います。

　　・農薬類検査は、原則｢水質管理目標設定項目の検査方法（環境省水・大気環境局環境

　　管理課）｣に基づき水質検査を行います。

　　・その他の項目は、上水試験方法（日本水道協会）等に基づき水質検査を行います。

７ 水質検査計画及び水質検査結果の公表　

　　水質検査計画は毎年作成し、ホームページで公表します。

　　水質検査結果（毎日検査項目、処理水全項目検査、クリプトスポリジウム指標菌、

　　クリプトスポリジウム等）については、ホームページで年４回以上公表するとともに、

　　水質検査結果書を作成し、５年間保存します。

８ 水質検査結果の評価　

　　水質基準は水道水が満たすべき水質上の要件であり、水道水すべてについて満たされる
　必要があります。そのため、検査結果の評価は検査ごとに行い、基準値を超えた場合には
　直ちに原因究明を行い、基準値を満たす水質を確保します。

９ 水質検査計画の見直し

　　検査地点ごとに、各検査項目の検出濃度の最大値や平均値を水質基準等と比較し、翌年度
　の水質検査計画における検査項目や検査頻度に反映します。

年間回数

処理水全項目検査(52項目)
処理水毎月検査(9項目)

原水全項目検査(40項目)

水質管理目標設定(25項目)
農薬類検査(115項目)

検査番号 水質検査の名称 採取箇所

ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌

ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ、ｼﾞｱﾙｼﾞｱ

　



別表―１

　　　　　毎日検査項目及び検査回数

番号 原水 処理水
1 － ◎
2 － ◎
3 － ◎
4 － ◎

◎：毎日実施　　－：原則実施しない

　　　　　水質基準項目・基準値及び検査回数

原水
全項目検査 全項目検査 毎月検査
40項目 52項目 9項目

1 ● ○ ◎
2 ● ○ ◎
3 ● ○ －
4 ● ○ －
5 ● ○ －
6 ● ○ －
7 ● ○ －
8 ● ○ －
9 ● ○ －
10 ● ○ －
11 ● ○ －
12 ● ○ －
13 ● ○ －
14 ● ○ －
15 ● ○ －

16 ● ○ －

17 ● ○ －
18 ● ○ －
19 ● ○ －

20 ● ○ －

21 ● ○ －
22 － ○ －
23 － ○ －
24 － ○ －
25 － ○ －
26 － ○ －
27 － ○ －
28 － ○ －
29 － ○ －
30 － ○ －
31 － ○ －
32 － ○ －
33 ● ○ －
34 ● ○ －
35 ● ○ －
36 ● ○ －
37 ● ○ －
38 ● ○ －
39 ● ○ ◎
40 ● ○ －
41 ● ○ －
42 ● ○ －
43 ● ○ －
44 ● ○ －
45 ● ○ －
46 ● ○ －
47 ● ○ ◎
48 ● ○ ◎
49 － ○ ◎
50 ● ○ ◎
51 ● ○ ◎
52 ● ○ ◎

◎：原則月１回実施　　○：原則３ケ月に１回実施　　●原則年１回　　－：原則実施しない

（注1）クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの総和
（注2）(4S.4aS.8aR)-オクタヒドロ-4.8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールの別名
（注3）1.2.7.7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オールの別名
（注4）フェノールの量に換算した値

検出されないこと
カドミウム及びその化合物

ペルフルオロオクタンスルホン酸
（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸
（PFOA）

量の総和として、0.00005㎎/L
以下

項目
水温
色度
濁り
残留塩素

大腸菌

番号 項目
処理水

基準値

一般細菌 100個／mL

0.003mg／L以下
水銀及びその化合物 0.0005mg／L以下
セレン及びその化合物 0.01mg／L以下
鉛及びその化合物 0.01mg／L以下
ヒ素及びその化合物 0.01mg／L以下
六価クロム化合物 0.02mg／L以下

シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg／L以下
亜硝酸態窒素 0.04mg／L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg／L以下
フッ素及びその化合物 0.8mg／L以下
ホウ素及びその化合物 1.0mg／L以下
四塩化炭素 0.002mg／L以下
1,4-ジオキサン 0.05mg／L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びト
ランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04mg／L以下

ジクロロメタン 0.02mg／L以下
テトラクロロエチレン 0.01mg／L以下
トリクロロエチレン 0.01mg／L以下

ベンゼン 0.01mg／L以下
塩素酸 0.6mg／L以下
クロロ酢酸 0.02mg／L以下
クロロホルム 0.06mg／L以下
ジクロロ酢酸 0.03mg／L以下
ジブロモクロロメタン 0.1mg／L以下
臭素酸 0.01mg／L以下
総トリハロメタン(注1) 0.1mg／L以下
トリクロロ酢酸 0.03mg／L以下
ブロモジクロロメタン 0.03mg／L以下
ブロモホルム 0.09mg／L以下
ホルムアルデヒド 0.08mg／L以下
亜鉛及びその化合物 1.0mg／L以下
アルミニウム及びその化合物 0.2mg／L以下
鉄及びその化合物 0.3mg／L以下
銅及びその化合物 1.0mg／L以下
ナトリウム及びその化合物 200mg／L以下
マンガン及びその化合物 0.05mg／L以下
塩化物イオン 200mg／L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg／L以下

フェノール類 0.005mg／L以下(注4)

蒸発残留物 500mg／L以下
陰イオン界面活性剤 0.2mg／L以下
ジェオスミン(注2) 0.00001mg／L以下

濁度 2度以下

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg／L以下
ｐH値 5.8以上8.6以下
味 異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下

2-メチルイソボルネオール(注3) 0.00001mg／L以下
非イオン界面活性剤 0.02mg／L以下

　



別表―２

　　　　　水質管理目標設定項目・基準値及び検査回数

処理水
水質管理目標設定

26項目
1 ● (1)
2 ● (2)
3 ● (3)
5 ● (4)
8 ● (5)
9 ● (6)
10 ● (7)
12 ● (8)
13 ● (9)
14 ● (10)

15 ● (11)

16 ● (12)

17 ● (13)

18 ● (14)
19 ● (15)
20 ● (16)
21 ● (17)
22 ● (18)
23 ● (19)

24 ● (20)

25 ● (21)
26 ● (22)

27 ● (23)

28 ● (24)

29 ● (25)
30 ● (26)

●原則年１回　

　　　　　その他の項目・基準値及び検査回数

通し番号 ― 基準値

1 ○ －
2 ◎ －
3 ◎ －

◎：原則月１回実施　　○：原則３ケ月に１回実施　　－：原則実施しない

通し
番号

0.08mg／L以下
亜塩素酸 0.6mg／L以下

1,2-ジクロロエタン 0.004mg／L以下
トルエン 0.4mg／L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)

番号 項目 基準値

アンチモン及びその化合物 0.02mg／L以下

0.02mg／L以下
ウラン及びその化合物 0.002mg／L以下
ニッケル及びその化合物

1mg／L以下

カルシウム、マグネシウム等(硬度)
10mg／L以上100mg
／L以下

0.01mg／L以下
抱水クロラール 0.02mg／L以下

二酸化塩素 0.6mg／L以下
ジクロロアセトニトリル

マンガン及びその化合物 0.01mg／L以下
遊離炭酸 20mg／L以下

農薬類
検出値と目標値の
比の和として1以下

残留塩素

1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg／L以下

7.5程度

メチル-t-ブチルエーテル 0.02mg／L以下
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 3mg／L以下
臭気強度(ＴＯＮ) 3以下

腐食性（ランゲリア指数）
-1程度以上とし極力
0に近づける

従属栄養細菌
1mLの検水で形成される集
落数が2000以下（暫定）

蒸発残留物
30mg／L以上200mg
／L以下

濁度 1度以下
ｐＨ値

クリプトスポリジウム等 ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ、ｼﾞｱﾙｼﾞｱ

クリプトスポリジウム指標菌
大腸菌
嫌気性芽胞菌

1,1－ジクロロエチレン 0.1mg／L以下

項目

アルミニウム及びその化合物 0.1mg／L以下

　



別表―３

・水質検査採水箇所、検査項目、検査時期

種類 地区 水源名 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

処理水 亀山地区 第１水源系 布気町・亀山市総合環境センター 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2

第２水源系 井田川町・ＪＲ井田川駅 水系代表 2 1 2 2 1 2・3・4 2 1 2 2 1 2

第３水源系 下庄町・ＪＲ下庄駅 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2

第４水源系 川崎町徳原・徳原農事集会所 水系代表 2 1 2 2 1 2・3・4 2 1 2 2 1 2

第５水源系 両尾町原尾・原尾生活改善センター 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2

野登水源系 両尾町・市立野登小学校 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2

関地区 関第１水源系 関町市瀬・市瀬公民館 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2

関第２水源系 関町金場・金場公民館 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2

関第３水源系 関町白木一色・白木一色公民館 水系代表 2 1 2 2 1 2・3・4 2 1 2 2 1 2

坂下水源系 関町坂下・坂下公民館 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2

加太水源系 加太市場・市場公民館 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2

原水 亀山地区 １号井 代表井戸 7 6 7 7 6 5・7 7 6 7 7 6 7

２号井 6 6 5 6 6

１号井 代表井戸 7 6 7 7 6 5・7 7 6 7 7 6 7

２号井 6 6 5・8 6 6

４号井 6 6 5 6 6

５号井 6 6 5 6 6

１号井 代表井戸 7 6 7 7 6 5・7 7 6 7 7 6 7

２号井 6 6 5 6 6

３号井 6 6 5 6 6

１号井 代表井戸 7 6 7 7 6 5・7・8 7 6 7 7 6 7

２号井 6 6 5 6 6

３号井 6 6 5 6 6

１－１号井 代表井戸 7 6 7 7 6 5・7 7 6 7 7 6 7

１－２号井 6 6 5 6 6

２号井 6 6 5 6 6

４号井 6 6 5 6 6

５号井 6 6 5 6 6

１号井 代表井戸 7 6 7 7 6 5・7 7 6 7 7 6 7

２号井 6 6 5 6 6

関地区 関第１水源地 代表井戸 7 6 7 7 6 5・7 7 6 7 7 6 7

１号井 6 6 5 6 6

２号井 代表井戸 7 6 7 7 6 5・7 7 6 7 7 6 7

関第３水源地 代表井戸 7 6 7 7 6 5・7・8 7 6 7 7 6 7

坂下水源地 代表井戸 7 6 7・9 7 6 5・7・9 7 6 7・9 7 6 7・9

加太水源地 代表井戸 7 6 7・9 7 6 5・7・9 7 6 7・9 7 6 7・9

処理水 全項目検査（52項目） 年間 4回　(3ケ月に1回)　5･8･11･2月

毎月検査（ 9項目） 年間 8回　(処理水全項目の月は除く)　4･6･7･9・10・12・1・3月

年間 1回　 (9月)

農薬類検査（115項目） 年間 1回　 (9月)

毎日検査 毎日

原水 全項目検査（40項目） 年間 1回　 (9月)

年間 4回　(3ケ月に1回)　5･8･11･2月

年間 8回　(全井戸の月は除く)　4･6･7･9・10・12・1・3月

年間 1回　 (9月)

年間 3回　(3ケ月に1回)　6･12･3月

野登水源地

3

4

8

9

-

5

6

7

2

ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌

ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等

水質検査項目 水質検査回数 検査番号

1

水質管理目標設定（25項目）

第３水源地

水質検査箇所

第４水源地

第５水源地

令和８年 令和９年

6箇所 関第２水源地

採取箇所

11箇所 6箇所

5地区

第１水源地

25箇所 19箇所

第２水源地

　


